
決議Ⅶ.17 

 124 

 

付属書付属書付属書付属書 
 

湿地の復元と機能回復湿地の復元と機能回復湿地の復元と機能回復湿地の復元と機能回復 
 
復元と機能回復のプログラムやプロジェクトにおいて検討すべき諸要素復元と機能回復のプログラムやプロジェクトにおいて検討すべき諸要素復元と機能回復のプログラムやプロジェクトにおいて検討すべき諸要素復元と機能回復のプログラムやプロジェクトにおいて検討すべき諸要素    
 
 
1. 自然、環境、水資源の保護と持続可能な利用に関する国の計画策定と立法には、湿地を復元
する義務、あるいは少なくともそのための選択肢を含めなければならない。これが復元を目
的とした活動への資金配分を促す可能性もある。計画や法律は戦略的レベルでの復元の目標
と優先事項を明確にし、失われた湿地の機能、プロセス、構成要素に言及する。 

 
2. 湿地の保全と持続可能な利用に関する国際的義務の履行に寄与するプログラムには、高い優
先順位を与えなければならない。 

 
3. 生物多様性の保全、確かな食糧資源、淡水の供給、浄化、洪水調節、レクリエーションとい
った複数の目的は、持続可能性を高め、復元プロジェクトの全体的利益を向上させることが
多い。 

 
4. すべての利害関係者を早い段階で特定し、参画させること。プロジェクトが実現するかどう
かは、土地の所有者または利用者、当局、さまざまなレベルの政治家、科学諮問機関、ＮＧ
Ｏ（非政府組織）の間の協力にかかっている。 

 
5. 効果のモニタリングと評価、及び結果についての情報の普及が必要である。プログラムまた
はプロジェクトへのフィードバックが確実に行われるようにし、定められた目標を達成する
ために、必要であれば調整を行わなければならない。 

 
6. プログラムまたはプロジェクトが承認され実施に移される前に、戦略的環境影響評価、及び
費用便益分析を行うことが推奨される。 

 
7. 実験的プロジェクトを実施し成功すれば、それが今後行われる復元プロジェクトやプログラ
ムの発展に向けた大きな動機と刺激になる。 

 
8. プログラムやプロジェクトの、実施前、実施中、実施後の効果と結果についての、一般的で
わかりやすい情報が重要である。 

 
9. プロジェクトの有用性と実行可能性に関して、事前に評価しておくべき重要なポイントは、
以下の通り。 

 
9.1 環境面の利益があるか。例えば水の供給量と水質向上(富栄養化の低減、淡水資源の保全、
生物多様性の保全、「湿地資源」の管理の向上、洪水調節)。 

 
9.2 プロジェクトの費用対効果はどうか。投資と変化は、一時的な結果をもたらすだけでな
く、長期にわたって持続可能なものでなければならない。建設期には低コストを、その
後も維持にかかるコストは少ないかまったくかからないようにすることを目指さなけれ
ばならない。復元プロジェクトの費用対効果を判断するときには、湿地の復元からもた
らされる可能性のあるすべての利益を考慮に加えること。 
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9.3 復元された土地は、地元の住民やその地域全体にどのような選択肢、利益、あるいは不
利益をもたらすか。これらには、健康状態、重要な食糧や水資源、レクリエーションと
エコツーリズムの可能性の増大、景観価値の向上、教育機会、歴史的・宗教的地区の保
全などが含まれる。 

 
9.4 プロジェクトによってどのような生態学的可能性があるか。生息地や生物学的価値の点
で、その地域の現状はどうか。水文学的、地形学、水質、植物群落、動物群集などにつ
いて、その地域はその後どのように変化すると考えられるか。 

 
9.5 現行の土地利用に関し、その地域はどのような状況にあるか。途上国、市場経済移行国、
先進国の間で、また復元と機能回復の目標によって、状況は大きく異なる。特に、現状
ではほとんど利益を生み出さない辺境の土地は改善されることが多い。 

 
9.6 主な社会経済的制約は何か。プロジェクトの実現に、地域や地元の強い関心があるか。 
 
9.7 主な技術的制約は何か。 
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